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瀬戸内市条例第  号 

 

瀬戸内市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

 

瀬戸内市国民健康保険税条例(平成 20 年瀬戸内市条例第 35 号)の一部を次のように改正

する。 

 

第3条第1項中「100分の9.05」を「100分の9.61」に改める。 

 第4条中「2万7,213円」を「2万6,663円」に改める。 

 第5条第1号中「23,167円」を「22,825円」に改め、同条第2号中「11,583円」を

「11,412円」に改め、同条第3号中「17,375円」を「17,118円」に改める。 

 第6条中「100分の3.19」を「100分の3.14」に改める。 

 第7条中「1万457円」を「9,539円」に改める。 

 第7条の2第1号中「8,021円」を「7,355円」に改め、同条第2号中「4,010円」を「3,677

円」に改め、同条第3号中「6,015円」を「5,516円」に改める。 

 第8条中「100分の2.49」を「100分の2.50」に改める。 

 第9条中「1万713円」を「9,546円」に改める。 

 第9条の2中「7,031円」を「6,545円」に改める。 

 第23条第1項第1号ア中「19,050円」を「18,665円」に改め、同号イ(ア)中「16,217円」

を「15,978円」に改め、同号イ(イ)中「8,109円」を「7,989円」に改め、同号イ(ウ)中

「12,163円」を「11,984円」に改め、同号ウ中「7,320円」を「6,678円」に改め、同号エ

(ア)中「5,615円」を「5,149円」に改め、同号エ(イ)中「2,808円」を「2,575円」に改め、

同号エ(ウ)中「4,212円」を「3,862円」に改め、同号オ中「7,500円」を「6,683円」に改

め、同号カ中「4,922円」を「4,582円」に改め、同項第2号ア中「13,607円」を「13,332

円」に改め、同号イ(ア)中「11,584円」を「11,413円」に改め、同号イ(イ)中「5,792円」

を「5,707円」に改め、同号イ(ウ)中「8,688円」を「8,560円」に改め、同号ウ中「5,229

円」を「4,770円」に改め、同号エ(ア)中「4,011円」を「3,678円」に改め、同号エ(イ)中

「2,006円」を「1,839円」に改め、同号エ(ウ)中「3,009円」を「2,759円」に改め、同号

オ中「5,357円」を「4,773円」に改め、同号カ中「3,516円」を「3,273円」に改め、同項

第3号ア中「5,443円」を「5,333円」に改め、同号イ(ア)中「4,634円」を「4,565円」に改

め、同号イ(イ)中「2,317円」を「2,283円」に改め、同号イ(ウ)中「3,476円」を「3,424

円」に改め、同号ウ中「2,092円」を「1,908円」に改め、同号エ(ア)中「1,605円」を



「1,471円」に改め、同号エ(イ)中「803円」を「736円」に改め、同号エ(ウ)中「1,204

円」を「1,104円」に改め、同号オ中「2,143円」を「1,910円」に改め、同号カ中「1,407

円」を「1,309円」に改め、同条第2項第1号ア中「4,081円」を「3,999円」に改め、同号

イ中「6,803円」を「6,665円」に改め、同号ウ中「10,885円」を「10,665円」に改め、同

号エ中「13,606円」を「13,331円」に改め、同項第2号ア中「1,568円」を「1,430円」に

改め、同号イ中「2,614円」を「2,384円」に改め、同号ウ中「4,182円」を「3,815円」に

改め、同号エ中「5,228円」を「4,769円」に改める。 

 

附 則 

(施行期日) 

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。 

(適用区分) 

2 この条例による改正後の瀬戸内市国民健康保険税条例の規定は、令和7年度以後の年度

分の国民健康保険税について適用し、令和6年度までの国民健康保険税については、な

お従前の例による。 
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瀬戸内市国民健康保険税条例(平成20年瀬戸内市条例第35号)新旧対照表 

現行 改正後 

(国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の所得割額) (国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の所得割額) 

第3条 前条第2項の所得割額は、賦課期日の属する年の前年の所得に係る

地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第314条の2第1項

に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額から同条第2項の規定

による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額の合計額(以下「基

礎控除後の総所得金額等」という。)に100分の9.05を乗じて算定する。 

第3条 前条第2項の所得割額は、賦課期日の属する年の前年の所得に係る

地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第314条の2第1項

に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額から同条第2項の規定

による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額の合計額(以下「基

礎控除後の総所得金額等」という。)に100分の9.61を乗じて算定する。 

2 略 2 略 

(国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額) (国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額) 

第4条 第2条第2項の被保険者均等割額は、被保険者1人について2万7,213

円とする。 

第4条 第2条第2項の被保険者均等割額は、被保険者1人について2万6,663

円とする。 

(国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額) (国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額) 

第5条 第2条第2項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯の区分に

応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 

第5条 第2条第2項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯の区分に

応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 

(1) 特定世帯(特定同一世帯所属者(国民健康保険法第6条第8号の規定

により被保険者の資格を喪失した者であって、当該資格を喪失した日

の前日以後継続して同一の世帯に属するものをいう。以下同じ。)と

同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であって同日の属する月

(以下この号において「特定月」という。)以後5年を経過する月まで

の間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。)をい

う。次号、第7条の2及び第23条第1項において同じ。)及び特定継続世

帯(特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯

であって特定月以後5年を経過する月の翌月から特定月以後8年を経過

する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に

(1) 特定世帯(特定同一世帯所属者(国民健康保険法第6条第8号の規定

により被保険者の資格を喪失した者であって、当該資格を喪失した日

の前日以後継続して同一の世帯に属するものをいう。以下同じ。)と

同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であって同日の属する月

(以下この号において「特定月」という。)以後5年を経過する月まで

の間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。)をい

う。次号、第7条の2及び第23条第1項において同じ。)及び特定継続世

帯(特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯

であって特定月以後5年を経過する月の翌月から特定月以後8年を経過

する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に
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限る。)をいう。第3号、第7条の2及び第23条第1項において同じ。)以

外の世帯 23,167円 

限る。)をいう。第3号、第7条の2及び第23条第1項において同じ。)以

外の世帯 22,825円 

(2) 特定世帯 11,583円 (2) 特定世帯 11,412円 

(3) 特定継続世帯 17,375円 (3) 特定継続世帯 17,118円 

(国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の所得割額) (国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の所得割額) 

第6条 第2条第3項の所得割額は、基礎控除後の総所得金額等に100分の3.

19を乗じて算定する。 

第6条 第2条第3項の所得割額は、基礎控除後の総所得金額等に100分の3.

14を乗じて算定する。 

(国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者

均等割額) 

(国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者

均等割額) 

第7条 第2条第3項の被保険者均等割額は、被保険者1人について1万457円

とする。 

第7条 第2条第3項の被保険者均等割額は、被保険者1人について9,539円 

とする。 

(国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平

等割額) 

(国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平

等割額) 

第7条の2 第2条第3項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯の区分

に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 

第7条の2 第2条第3項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯の区分

に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 

(1) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 8,021円 (1) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 7,355円 

(2) 特定世帯 4,010円 (2) 特定世帯 3,677円 

(3) 特定継続世帯 6,015円 (3) 特定継続世帯 5,516円 

(介護納付金課税被保険者に係る所得割額) (介護納付金課税被保険者に係る所得割額) 

第8条 第2条第4項の所得割額は、介護納付金課税被保険者に係る基礎控

除後の総所得金額等に100分の2.49を乗じて算定する。 

第8条 第2条第4項の所得割額は、介護納付金課税被保険者に係る基礎控

除後の総所得金額等に100分の2.50を乗じて算定する。 

(介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額) (介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額) 

第9条 第2条第4項の被保険者均等割額は、介護納付金課税被保険者1人に

ついて1万713円とする。 

第9条 第2条第4項の被保険者均等割額は、介護納付金課税被保険者1人に

ついて9,546円 とする。 

(介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額) (介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額) 
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第9条の2 第2条第4項の世帯別平等割額は、1世帯について7,031円とす

る。 

第9条の2 第2条第4項の世帯別平等割額は、1世帯について6,545円とす

る。 

(国民健康保険税の減額) (国民健康保険税の減額) 

第23条 次の各号のいずれかに掲げる国民健康保険税の納税義務者に対し

て課する国民健康保険税の額は、第2条第2項本文の基礎課税額からア及

びイに掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が65万円を超え

る場合には、65万円)、同条第3項本文の後期高齢者支援金等課税額から

ウ及びエに掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が24万円を

超える場合には、24万円)並びに同条第4項本文の介護納付金課税額から

オ及びカに掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が17万円を

超える場合には、17万円)の合算額とする。 

第23条 次の各号のいずれかに掲げる国民健康保険税の納税義務者に対し

て課する国民健康保険税の額は、第2条第2項本文の基礎課税額からア及

びイに掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が65万円を超え

る場合には、65万円)、同条第3項本文の後期高齢者支援金等課税額から

ウ及びエに掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が24万円を

超える場合には、24万円)並びに同条第4項本文の介護納付金課税額から

オ及びカに掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が17万円を

超える場合には、17万円)の合算額とする。 

(1) 法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算

額が、43万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被

保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得を有する者(前年中に

法第703条の5第1項に規定する総所得金額に係る所得税法(昭和40年法

律第33号)第28条第1項に規定する給与所得について同条第3項に規定

する給与所得控除額の控除を受けた者(同条第1項に規定する給与等の

収入金額が55万円を超える者に限る。)をいう。以下この号において

同じ。)の数及び公的年金等に係る所得を有する者(前年中に法第703

条の5第1項に規定する総所得金額に係る所得税法第35条第3項に規定

する公的年金等に係る所得について同条第4項に規定する公的年金等

控除額の控除を受けた者(年齢65歳未満の者にあっては当該公的年金

等の収入金額が60万円を超える者に限り、年齢65歳以上の者にあって

は当該公的年金等の収入金額が110万円を超える者に限る。)をいい、

給与所得を有する者を除く。)の数の合計数(以下この条において「給

与所得者等の数」という。)が2以上の場合にあっては、43万円に当該

給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算

(1) 法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算

額が、43万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被

保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得を有する者(前年中に

法第703条の5第1項に規定する総所得金額に係る所得税法(昭和40年法

律第33号)第28条第1項に規定する給与所得について同条第3項に規定

する給与所得控除額の控除を受けた者(同条第1項に規定する給与等の

収入金額が55万円を超える者に限る。)をいう。以下この号において

同じ。)の数及び公的年金等に係る所得を有する者(前年中に法第703

条の5第1項に規定する総所得金額に係る所得税法第35条第3項に規定

する公的年金等に係る所得について同条第4項に規定する公的年金等

控除額の控除を受けた者(年齢65歳未満の者にあっては当該公的年金

等の収入金額が60万円を超える者に限り、年齢65歳以上の者にあって

は当該公的年金等の収入金額が110万円を超える者に限る。)をいい、

給与所得を有する者を除く。)の数の合計数(以下この条において「給

与所得者等の数」という。)が2以上の場合にあっては、43万円に当該

給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算
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した金額)を超えない世帯に係る納税義務者 した金額)を超えない世帯に係る納税義務者 

ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 

被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について 19,

050円 

ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 

被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について 18,

665円 

イ 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額 次

に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額 

イ 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額 次

に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額 

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 16,217円 (ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 15,978円 

(イ) 特定世帯 8,109円 (イ) 特定世帯 7,989円 

(ウ) 特定継続世帯 12,163円 (ウ) 特定継続世帯 11,984円 

ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保

険者均等割額 被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1

人について 7,320円 

ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保

険者均等割額 被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1

人について 6,678円 

エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯

別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額 

エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯

別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額 

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 5,615円 (ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 5,149円 

(イ) 特定世帯 2,808円 (イ) 特定世帯 2,575円 

(ウ) 特定継続世帯 4,212円 (ウ) 特定継続世帯 3,862円 

オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金課

税被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について 

7,500円 

オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金課

税被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について 

6,683円 

カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 1世帯について

 4,922円 

カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 1世帯について

 4,582円 

(2) 法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算

額が、43万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被

保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が2以上の場

(2) 法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算

額が、43万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被

保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が2以上の場
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合にあっては、43万円に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10

万円を乗じて得た金額を加算した金額)に被保険者及び特定同一世帯

所属者1人につき29万5,000円を加算した金額を超えない世帯に係る納

税義務者(前号に該当する者を除く。) 

合にあっては、43万円に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10

万円を乗じて得た金額を加算した金額)に被保険者及び特定同一世帯

所属者1人につき29万5,000円を加算した金額を超えない世帯に係る納

税義務者(前号に該当する者を除く。) 

ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 

被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について 13,

607円 

ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 

被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について 13,

332円 

イ 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額 次

に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額 

イ 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額 次

に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額 

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 11,584円 (ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 11,413円 

(イ) 特定世帯 5,792円 (イ) 特定世帯 5,707円 

(ウ) 特定継続世帯 8,688円 (ウ) 特定継続世帯 8,560円 

ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保

険者均等割額 被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1

人について 5,229円 

ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保

険者均等割額 被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1

人について 4,770円 

エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯

別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額 

エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯

別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額 

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 4,011円 (ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 3,678円 

(イ) 特定世帯 2,006円 (イ) 特定世帯 1,839円 

(ウ) 特定継続世帯 3,009円 (ウ) 特定継続世帯 2,759円 

オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金課

税被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について 

5,357円 

オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金課

税被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について 

4,773円 

カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 1世帯について

 3,516円 

カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 1世帯について

 3,273円 
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(3) 法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算

額が、43万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被

保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が2以上の場

合にあっては、43万円に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10

万円を乗じて得た金額を加算した金額)に被保険者及び特定同一世帯

所属者1人につき54万5,000円を加算した金額を超えない世帯に係る納

税義務者(前2号に該当する者を除く。) 

(3) 法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算

額が、43万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被

保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が2以上の場

合にあっては、43万円に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10

万円を乗じて得た金額を加算した金額)に被保険者及び特定同一世帯

所属者1人につき54万5,000円を加算した金額を超えない世帯に係る納

税義務者(前2号に該当する者を除く。) 

ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 

被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について 5,4

43円 

ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 

被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について 5,3

33円 

イ 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額 次

に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額 

イ 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額 次

に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額 

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 4,634円 (ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 4,565円 

(イ) 特定世帯 2,317円 (イ) 特定世帯 2,283円 

(ウ) 特定継続世帯 3,476円 (ウ) 特定継続世帯 3,424円 

ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保

険者均等割額 被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1

人について 2,092円 

ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保

険者均等割額 被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1

人について 1,908円 

エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯

別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額 

エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯

別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額 

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 1,605円 (ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 1,471円 

(イ) 特定世帯 803円 (イ) 特定世帯 736円 

(ウ) 特定継続世帯 1,204円 (ウ) 特定継続世帯 1,104円 

オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金課

税被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について 

2,143円 

オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金課

税被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について 

1,910円 
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カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 1世帯について

 1,407円 

カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 1世帯について

 1,309円 

2 国民健康保険税の納税義務者の属する世帯内に6歳に達する日以後の最

初の3月31日以前である被保険者(以下「未就学児」という。)がある場

合における当該納税義務者に対して課する被保険者均等割額(当該納税

義務者の世帯に属する未就学児につき算定した被保険者均等割額(前項

に規定する金額を減額するものとした場合にあっては、その減額後の被

保険者均等割額)に限る。)は、当該被保険者均等割額から、次の各号に

掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を減額して得た額とす

る。 

2 国民健康保険税の納税義務者の属する世帯内に6歳に達する日以後の最

初の3月31日以前である被保険者(以下「未就学児」という。)がある場

合における当該納税義務者に対して課する被保険者均等割額(当該納税

義務者の世帯に属する未就学児につき算定した被保険者均等割額(前項

に規定する金額を減額するものとした場合にあっては、その減額後の被

保険者均等割額)に限る。)は、当該被保険者均等割額から、次の各号に

掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を減額して得た額とす

る。 

(1) 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 

次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児1人について次に定

める額 

(1) 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 

次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児1人について次に定

める額 

ア 前項第1号アに規定する金額を減額した世帯 4,081円 ア 前項第1号アに規定する金額を減額した世帯 3,999円 

イ 前項第2号アに規定する金額を減額した世帯 6,803円 イ 前項第2号アに規定する金額を減額した世帯 6,665円 

ウ 前項第3号アに規定する金額を減額した世帯 10,885円 ウ 前項第3号アに規定する金額を減額した世帯 10,665円 

エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯 13,606円 エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯 13,331円 

(2) 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保

険者均等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児1人

について次に定める額 

(2) 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保

険者均等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児1人

について次に定める額 

ア 前項第1号ウに規定する金額を減額した世帯 1,568円 ア 前項第1号ウに規定する金額を減額した世帯 1,430円 

イ 前項第2号ウに規定する金額を減額した世帯 2,614円 イ 前項第2号ウに規定する金額を減額した世帯 2,384円 

ウ 前項第3号ウに規定する金額を減額した世帯 4,182円 ウ 前項第3号ウに規定する金額を減額した世帯 3,815円 

エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯 5,228円 エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯 4,769円 

3 略 3 略 


